
第10期介護保険事業計画の策定について
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　　はじめに（介護保険事業計画について）

●介護保険事業計画は、介護保険法第117条の規定に基づく『市町村介護保険事業計画』と
　　して策定するもの。（国の基本指針に即して、三年を一期とする）

●介護保険事業計画は、老人福祉法第20条の8の規定に基づく『市町村老人福祉計画』と
   一体のものとして作成しなければならないとされている。 

●なお、老人福祉計画は、介護保険以外も含むすべての高齢者を対象とした計画であり、市町
　　村においては老人福祉事業（老人居宅生活支援事業および老人福祉施設による事業）の供
　　給体制の確保に関する計画として位置づけられている。 
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市長寿社会課HPから、

電子版のダウンロードが可能です！



　　市町村介護保険事業計画（介護保険法第117条）について

●介護保険法第 117 条には、介護保険事業計画に「定める事項」、および「定めるよう努める
　　事項」が規定されている。

●各事項は、介護保険法第116条第１項において規定されている基本指針の「基本的記載事　
　　項」と「任意記載事項」と対応している。

定める事項 
（介護保険法第117条第２項） 

定めるよう努める事項
 （介護保険法第117条第３項）

（１） 日常生活圏域の設定
（2） 各年度における必要利用定員数（日常生活圏域別） 
　　　　（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
　　　　　　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について） 

（3） 各年度における種類ごとの介護サービスの見込量
　　　　（日常生活圏域別） 

（4） 各年度における地域支援事業の見込量 
（5） 自立した日常生活の支援、介護予防・重度化防止及び
介護給付費等の費用の適正化に関する取組と目標

（1） 必要利用定員数の確保のための方策 
　　　（認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
　　　　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について） 

（2） 種類ごとの介護サービスの見込量の確保のための方策
（3） 各年度における地域支援事業に要する費用と、見込量
　　　　の確保のための方策 
（4） 中長期的な推計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　（種類ごとの介護サービスの量、保険給付に要する費用、地域支援事業の量、
　　　　　地域支援事業に要する費用、保険料の水準について） 
（5） 介護人材の確保・資質の向上、業務の効率化・質
　　　　向上に資する都道府県と連携した取組 
（6） 介護サービス事業者間の連携の確保に関する取組 
（7） 認知症施策の推進 2



　　第１０期介護保険事業計画の作成に向けたスケジュール（全体）
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市町村 都道府県 国

令和８年１月 ・ 各種調査結果、サービス給付実績等
を分析・考察

　
２月 　

３月
・ 計画に盛り込む内容を検討 

　⇐  連絡会議等で市町村へ情報提
⇐  課長会議
（第10期計画に関する基本的考え方を提示）

４月

５月 

６月

７月 　　　⇐  連絡会議等で市町村へ情報提
⇐  課長会議
（第10期計画に関する基本的考え方を提示）

８月 ・ サービス見込量等の設定作業開始 ・ 推計ツール確定版の提供

９月 

１０月 ・ サービス見込量、保険料の仮設定

１１月 ・ 都道府県との調整

・ 見える化システムで見込量と保険料を

　報告（～3月）

・国との調整

・市町村の広域調整

・ 都道府県との調整

・ 報酬改定率等の係数を設定
１２月

令和９年１月 ・ 介護保険事業計画を議会に報告

・ 介護保険条例の改正２月

３月



　　日本の将来推計人口（2020年＝１００）

2035年にかけて、特に85歳以上人口が急増することが見込まれており、これまでとは異なる
ニーズの急増期を迎える。

（資料）令和６年度 老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業
「介護予防・日常生活支援総合事業における多様なサービス・活動の充実に向けた調査研究事業」より
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　　介護人材（専門職）について

仮に専門職の人数と、要支援・要介護者一人あたりに必要となる専門職の人数が一定であると
した場合においても、2030 年頃には要支援者等にサービスを提供できる専門職が確保できな
い可能性が高い。（専門職の役割をより重度の要介護高齢者中心にシフトさせていく必要あり）

（資料）令和６年度 老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業
「介護予防・日常生活支援総合事業における多様なサービス・活動の充実に向けた調査研究事業」より
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　　国の主な動向

１　2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する中間とりまとめ
　　（令和７年４月１０日 「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 ）

　　2040年の現役世代急減を見据え、限られた資源で住民生活を支えるための長期的且つ構造的な
　　改革の方向性を示した提言。

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 ・  「生産性の向上」から「省力化・自動化」への移行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・  自治体事務の「標準化・共通化」と「広域化」の加速
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・  「地域共生社会」の制度横断的な深化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・  医療・介護の「連携」から「一体的マネジメント」への移行

２　介護保険制度の見直しに関する意見（令和７年12月25日 社会保障審議会介護保険部会）

　　 2027年度の制度改正に向け、次期計画で実装すべき具体的な実務指針をまとめたもの。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・  「地域類型別」のサービス提供モデルの提示
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・  「身寄りがない高齢者」への対応の具体化
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・  テクノロジー活用による「人員配置基準」の本格的見直し
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・  第10期介護保険事業計画への「中長期推計」の義務化

ポイント

ポイント

6



　　各種調査の実施状況等について
介護現場の

実態把握のための
アンケート調査

米子市事業所
アンケート調査

介護施設等
整備意向

アンケート調査

介護サービス
事業所稼働状況
アンケート調査

米子市介護予防・
日常生活圏域
ニーズ調査

在宅生活改善
調査

目的

介護現場の生産性
向上に向けた取組や
介護人材の確保・支
援に向けた取組等に
ついて検討すること

第10期計画におけ
る高齢者のサービス
提供体制について検
討にすること

介護保険事業所の
整備方針について検
討すること

介護保険事業所の
整備方針について検
討すること

要介護状態になる前
の高齢者のリスクや
社会参加状況を把
握することで、地域
診断に活用し、地域
の抱える課題を特定
すること

「高齢者等の適切な
在宅生活の継続」と
「家族等介護者の就
労継続」の実現に向
けたサービス整備の
在り方について検討
すること

調査
対象

市内介護施設事業
所（362事業所）　

市内介護施設事業
所（333事業所）　

市内介護施設運営
法人（109法人）

市内居宅サービス事
業所（235事業所）

市内在住の65歳以
上の者で、令和７年
10月１日時点で要
介護認定を受けてい
ない者（8,000件）

市内居宅介護支援
事業所等
（59事業所）

調査
期間

令和7年5月28日～
6月18日　

令和7年11月7日～
11月21日

令和７年９月12日～
10月17日

令和７年９月12日～
10月17日

令和７年10月28日
～11月11日

令和７年11月17日
～12月15日

回答
状況

回答150事業所
（回答率41.4％）

回答169事業所
（回答率56.3 ％）

回答63法人
（回答率57.7％）

回答151事業所
（回答率64.2％）

回答4,900事業所
（回答率61.2％）

回答３８事業所
（回答率64.4 ％）

調査
結果

市HPにて公表済 市HPにて公表済 地域密着型サービス
運営委員会
（2/10）にて公表予
定

地域密着型サービス
運営委員会
（2/10）にて公表予
定

令和７年３月中旬に
報告会を開催予定

近日中に市HPにて
公表予定

7



　　米子市の今後のスケジュール（予定）と具体的な流れ　※内容は変更になる可能性あり

主なスケジュール及び取り扱うテーマ（予定） 

令和８年５月 第１回策定委員会 　・介護予防について　・生活支援について 

７月 
第２回策定委員会 　・居住支援について　・医療介護連携について　・身寄りのない高齢者の支援について 

第１回オレンジの会 　・認知症施策に関する意見集約

８月 第３回策定委員会 
　　・地域包括支援ケアシステムの推進体制について

 　 ・認知症施策について　　　　　　　　・サービス見込量について 

 10月 
第４回策定委員会 　　・介護事業者への支援について　・保険者機能の強化について　 　・保険料について 

第２回オレンジの会 　・認知症施策について

11月 第５回策定委員会 　　・基本理念・施策の体系について 　・保険料について 

12月 市議会への報告 

令和９年１月 パブリックコメント の実施

３月 条例改正・計画策定 

●各テーマごとの「目指す姿」「２０４０年に向けて」「現状と課題」「現在の取組状況」「第10期の方向性」等の
参考情報について事務局より各委員に委員会開催前に書面にて提示し、各委員からの意見について事前に聴
取する。
●各委員からの意見等を踏まえ作成した素案について、都度策定委員会で提示する。（審議する）
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